
綾部市地域おこし協力隊設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月９日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第４号 

綾部市地域おこし協力隊設置規則の一部を改正する規則 

綾部市地域おこし協力隊設置規則（平成２９年綾部市規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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綾部市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月１２日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第５号 

綾部市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 

関する条例施行規則の一部を改正する規則 

綾部市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和

５６年綾部市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第２項中「記名押印」を「記名」に改める。 

 第２号様式から第１１号様式までの規定及び第１３号様式から第１６号様式までの規定

中「㊞」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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綾部市工場設置奨励条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月２５日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第６号 

綾部市工場設置奨励条例施行規則の一部を改正する規則 

 綾部市工場設置奨励条例施行規則（昭和６１年綾部市規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条を削る。 

 第３条第２項中「奨励金交付対象物件の課税初年度」を「条例第４条第１項に規定する

固定資産税の課税年度」に改め、同条を第２条とし、第４条を第３条とし、第５条を第４

条とする。 

 様式第１号中「様式第１号」を「様式第１号（第２条関係）」に、「第３条の規定」を

「第２条の規定」に、 

「 

生産設備の取得合計額 

  年   年   年 

を 

」  

「 

操 業 年 月 日   年  月  日 

に 工場、生産設備、

土地の取得合計額 
円 

 」  

改める。 

 様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第３条関係）」に、「第４条の規定」を

「第３条の規定」に 

「 

年    度 奨励金交付決定額 

を 

円  

 円  

 円  
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合    計 円  

」  

「 

奨励金交付決定額 

に 
円  

」  

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度以後の年度分の予算により交付

する奨励金から適用する。 
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綾部市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月２９日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第７号 

綾部市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則 

 綾部市火災予防条例施行規則（昭和３７年綾部市規則第３６号）の一部を次のように改

正する。 

 第１号の３様式、第２号様式、第４号様式から第７号様式までの規定、第９号様式から

第１４号様式までの規定、第１７号様式及び第２２号様式中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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綾部市危険物規制規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月２９日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第８号 

綾部市危険物規制規則の一部を改正する規則 

 綾部市危険物規制規則（平成７年綾部市規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号、様式第８号、様式第１１号から様式第１３号までの規定及び様式第１５号

中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 綾部市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第９号 

綾部市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 綾部市事務分掌規則（昭和４６年綾部市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中 

「 

 総務課 行政担当、情報管理担当 を 

」  

「 

総務課 行政担当、文書統計担当 
に、 

行政デジタル推進課 行政デジタル推進担当 

」  

「 

 環境保全課 管理担当、クリーンセンター担当、環

境整備担当、衛生公苑担当 
を 

」  

「 

環境企画課 環境企画担当 

に 環境保全課 管理担当、クリーンセンター担当、衛

生公苑担当 

」  

改め、福祉保健部の項担当の欄中「母子保健担当」の次に「、ワクチン接種担当」を加え、 

「 

農林課 管理担当、農業振興担当、林業振興担

当、整備担当 
を 

」  

「 

農政課 管理担当、農業振興担当、整備担当 
に 

林政課 林業振興担当 

」  

改める。 
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第３条第２項中「参事」の次に「、担当課長」を加え、同条第３項中「、参事、課

長」の次に「、担当課長」を加える。 

第４条を次のように改める。 

第４条 公室長及び部長は、上司の命を受けて公室又は部の事務を統括するとともに、所

管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 

２ 理事及び担当部長は、上司の命を受けて特定の事務を担任し、関係職員を指揮監督す

る。 

３ 次長は、上司の命を受けて所管事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を

指揮監督するとともに、部長を補佐し、部長に事故があるときは、これを代理する。 

４ 危機管理監及び参事は、上司の命を受けて特定の事務を担任し、関係職員がある場合

には、当該職員を指揮監督する。 

５ 課長は、上司の命を受けて課の事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、関係職

員を指揮監督する。 

６ 担当課長及び主幹は、上司の命を受けて特定の事務を担任し、関係職員がある場合に

は、当該職員を指揮監督する。 

７ 課長補佐は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、関係職員を指導監督するととも

に、課長を補佐し、課長に事故があるときは、これを代理する。 

８ 担当長は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、関係職員を指導監督する。 

９ 総主任及び主任は、課長補佐又は担当長を補佐し、課長補佐又は担当長に事故がある

ときは、これを代理する。ただし、現業の総主任及び主任は、課長補佐又は課長の命

を受けて作業を管理する。 

 第８条総務課の項第１４号及び第１５号を削り、同項第１６号中「事務能率機器の調査

及び研究」を「共用事務機器（電子計算機を除く。）の管理」に改め、同号を同項第１４

号とし、同項中第１７号を削り、第１８号を第１５号とし、第１９号から第２５号までを

３号ずつ繰り上げ、同項の次に次の１項を加える。 

 行政デジタル推進課 

（１）電子自治体の企画及び推進に関すること。 

（２）地域情報化の企画及び推進に関すること。 

（３）情報システムの開発及び調整に関すること。 

第９条人権推進課の項の次に次の１項を加える。 

 環境企画課 

（１）環境政策の企画及び環境審議会に関すること。 

（２）環境基本計画に関すること。 

（３）市民の環境活動の推進に関すること。 

（４）地球温暖化対策及び地域のエネルギーに関すること。 

（５）その他環境企画に関すること。 

第９条環境保全課の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を削り、第８号を

第６号とし、第９号から第１２号までを削り、第１３号を第７号とし、第１４号から第 

２１号までを６号ずつ繰り上げる。
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第１１条商工労政課の項の次に次の２項を加える。 

農政課 

（１）農業振興に係る企画及び調査に関すること。 

（２）農業振興地域整備計画に関すること。 

（３）需要に応じた農産物の生産計画に関すること。 

（４）農業関係事業に係る補助金、交付金及び分担金に関すること。 

（５）農地利用の促進に関すること。 

（６）農業者の育成・支援に関すること。 

（７）農業団体に関すること。 

（８）地産地消の推進に関すること。 

（９）農業用施設に係る道路及び河川の占用に関すること。 

（１０）農業関係制度資金に関すること。 

（１１）農林業者労働災害共済事業に関すること。 

（１２）農業関係公共施設の管理運営に関すること。 

（１３）一般農作物及びブランド京野菜の生産振興に関すること。 

（１４）畜産及び内水面に関すること。 

（１５）農産物病害虫防除に関すること。 

（１６）土地改良事業の推進及び調整に関すること。 

（１７）農道管理に関すること。 

（１８）農地及び農業用施設の災害の事前防止及び復旧に関すること。 

（１９）土地改良事業の調査、計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。 

（２０）法定外公共物の管理及び処分（農業用施設に係るものに限る。）に関すること。 

林政課 

（１）林業振興に係る企画及び調査に関すること。 

（２）林業関係事業に係る補助金、交付金及び分担金に関すること。 

（３）林業団体に関すること。 

（４）林業用施設に係る道路の占用に関すること。 

（５）林業関係制度資金に関すること。 

（６）林業関係公共施設の管理運営に関すること。 

（７）森林等の火入れ許可に関すること。 

（８）特用林産物の生産振興に関すること。 

（９）特用林産物病害虫防除に関すること。 

（１０）森林経営計画の認定業務及び伐採届出書の処理に関すること。 

（１１）猟政並びに有害鳥獣の防除及び駆除に関すること。 

（１２）森林病害虫防除に関すること。 

（１３）民有林林道及び移管林道の管理に関すること。 

（１４）林業用施設の災害の事前防止及び復旧に関すること。 

（１５）林業土木事業の調査、計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。 

（１６）森林経営管理制度に関すること。 
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第１１条中農林課の項を削る。 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 綾部市職員職名規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１０号 

綾部市職員職名規則の一部を改正する規則 

 綾部市職員職名規則（昭和３７年綾部市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「、担当部長、次長、危機管理監、参事、課長」の次に「、担当課長」を加え、

「、担当部長にあつては」を「、担当部長及び担当課長にあつては」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 綾部市一般職職員の級別職務分類表に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１１号 

綾部市一般職職員の級別職務分類表に関する規則の一部を改正する規則 

 綾部市一般職職員の級別職務分類表に関する規則（昭和６０年綾部市規則第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「主幹」を「担当課長、主幹」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 綾部市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和３年３月３１日

綾部市長 山 崎 善 也 

綾部市規則第１２号

綾部市会計規則の一部を改正する規則

 綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）の一部を次のように改正する。

 第２条第６号中「、並びに」を「並びに」に改め、「及びこれらと同程度の職務を行う

者」を「及び上下水道部長又は上下水道部の課の長並びにこれらと同程度の職務を行う者」

に改め、同条の次に次の２条を加える。

（市長の事務の補助執行等）

第２条の２ 市長は、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の予算の執

行その他財務に関する事務（以下「予算執行関係事務」という。）を当該委員会の職員

若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させるものとする。

２ 議会の予算執行関係事務については、議会事務局の職員を市長の事務部局の職員に併

任されたものとみなして行うものとする。

 （専決及び代決）

第２条の３ 予算執行関係事務に係る専決及び代決については、綾部市決裁規程（昭和

３６年綾部市訓令甲第１３号）及びこれに相当する規程に定めるところによる。

第５条中「予算の執行その他財務に関する事務」を「予算執行関係事務」に改める。

第２０条第１項に次のただし書を加える。

 ただし、市長が軽微な場合に当たるとして別に定める範囲内のものは、この限りでな

い。

第１００条第１項第１０号中「損害金」の次に「、履行の追完、代金の減額及び契約の

解除」を加え、同項中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号を第１３号と

する。

 第１１３条を次のように改める。

第１１３条 削除

 第１２６条第２項中「物品分任出納員」の次に「（以下「分任出納員」という。）」を

加え、同条第３項及び第４項中「分任出納員」を「出納員又は分任出納員」に改める。

   附 則

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和３年３月３１日

綾部市長 山 崎 善 也 

綾部市規則第１３号

綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則

 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則（昭和４０年綾部市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

 様式第４４号を次のように改める。
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   附 則

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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綾部市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１４号 

綾部市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２５条第１項中「第２６条の３第１項又は第２７条の１４の４第１項」を「第２６条

の３第２項又は第２７条の１４の４第２項」に改め、同項に次のただし書きを加える。 

  ただし、電子資格確認（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第１３項に規 

 定する電子資格確認をいう。）によるときは、申請書の提出を要しないこととする。 

 附則第３項中「令和３年３月３１日」を「令和３年６月３０日」に改める。 

様式第１号中 

「 

自   治   会 組 記 号 番 号 

を 

新 

旧 

                    」  

「 

自 治  会 組 被保険者記号・番号

に改める。 

新 

旧 

                    」  

様式第２号中
「被保険者証 

記号・番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削る。

様式第３号中
「被保険者証 

記号・番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削る。

 様式第５号中

　規　則　

63



「 

記 号 番 号 氏 名 性 別 生 年 月 日 個 人 番 号 を 

」  

「 

被 保 険 者

記号・番号
氏 名 性 別 生 年 月 日 個 人 番 号 に 

」  

改め、「㊞」を削る。 

様式第８号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改める。 

 様式第９号中「㊞」を削る。 

 様式第１０号中 

「 

決

定

欄

保 険 種 類 給付割合 公 費
費 用 額

円 を
一 般 ７割 有 

退 職 本 人
８割 無 支給決定 額 円退 職 扶 養

」  

「 

決

定

欄

保 険 種 類 給付割合 公 費
費 用 額

円
に、

一 般 ７割 有 

退 職 本 人
８割 無 支給決定額 円退 職 扶 養

第三者行為の有無 有 ・ 無 

」  

「被保険者証の 

記 号 番 号」
を

「被 保 険 者 

記 号 ・ 番 号」
に、 

「 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

  綾部市長  様 

を 

」  

「 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

  綾部市長  様 

振 

込 

先 

  銀行  支店（預金種目）普通 ・ 当座 
（口座番号） 

信用金庫  支店

農協  支店（フリガナ） 
（名 義 人） 

に 
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」  

改める。 

様式第１３号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削る。

様式第１４号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削る。

様式第１５号中
「被保険者証の 

記 号 番 号」
を

「被 保 険 者 

記 号 ・ 番 号」
に、 

「 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

  綾部市長  様 
を 

」  

「 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

  綾部市長  様 

振 

込 

先 

  銀行  支店（預金種目）普通 ・ 当座 
（口座番号） 

信用金庫  支店

農協  支店（フリガナ） 
（名 義 人） 

に、 

」  

「 

理

支
給
し
な
い

 （   ）
国 保 負 担 ⑤ 円

を 
被保険者負担金 
※別紙積算のとおり 

⑥ 円

」  

「 

理

支
給
し
な
い

 （   ）
国 保 負 担 ⑤ 円

被保険者負担金 
※別紙積算のとおり 

⑥ 円
に 

第三者行為の有無 有  ・  無 

」  

改める。 

様式第１５号の２中「記号・番号」を
「 被保険者 

記号・番号」
に改める。 

 様式第１５号の３中 

「 

被 保 険 者 証 記 号  被 保 険 者 証 番 号 を

」  
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「 

被保険者記号・番号 に

」  

改める。 

様式第１７号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削り、

「 

欄
・認定 

・却下 

・入院９１日目（非課税該当のみ通算） 

  年  月  日 

・非該当による認定取消日 

  年  月  日（証回収・未回収） 

・領収書 

・レセプト

・医療機関

・その他 

有 

無 

を 

」  

「 

欄
・認定 

・入院９１日目（非課税該当のみ通算） 

  年  月  日 

・領収書 

・レセプト
有 

に 
・却下 

・非該当による認定取消日 

  年  月  日（証回収・未回収） 

・医療機関

・その他 
無 

第三者行為の有無 有 ・ 無 

」  

改める。 

様式第１８号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改める。 

 様式第１９号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に、 

「 

生 ま れ た 子 の 名  続柄  を 

」  

「 

生 ま れ た 子 の 名
世帯主と

の続柄 
 に 

」  

改める。 

 様式第２０号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に、 

「 

死 亡 し た こ と を 

確 認 で き る 書 類 等 

１ 住基（オンライン）確認 

２ 死亡診断書 

３ 火葬許可証 

確認印 

を 

」  
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「 

死 亡 し た こ と を 

確 認 で き る 書 類 等 

１ 住基（オンライン）確認 

２ 死亡診断書 

３ 火葬許可証 

確認印 

に 

第三者行為の有無 有 ・ 無 

」  

改める。 

様式第２１号中
「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改める。 

 様式第２１号の２中 

「 

被保険者証記号 被保険者証番号 
を 

                        」  

「 

被保険者記号・番号 
に改め、「㊞」を削る。 

                        」  

 様式第２３号の２及び様式第２３号の３中 

「 

被保険者証記号  被保険者（証）番号  を 

                               」  

「 

被保険者記号・番号   に改める。 

 」  

 様式第２４号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

 様式第２７号中「国民健康保険一部負担減額申請書」を「国民健康保険一部負担金減額

申請書」に、 

「被保険者証 

の記号番号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改める。 

様式第２８号中
「被保険者証 

記 号 番 号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に、

「世帯主との 

続 き 柄」
を

「世帯主との 

続 柄」

に改める。 

 様式第３４号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

様式第３５号中
「被 保 険 者 

記 号 番 号」
を

「被 保 険 者 

記号・番号」
に改める。 

 様式第３７号中 

「             「 
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記 号 番 号 被保険者記号・番号 

綾 綾 

綾 

を 

綾 

に改める。綾 綾 

綾 綾 

綾 綾 

綾 綾 

」             」  

様式第３９号中「被保険者証番号」を「被保険者記号・番号」に改める。 

様式第４０号中
「被保険者証の 

記 号 番 号」
を

「被 保 険 者 

記 号 ・ 番 号」
に改める。 

様式第４１号（その１）及び様式第４１号（その２）中
「被保険者証 

記号番号 」
を

「 被保険者 

記号・番号」

に改める。 

様式第４１号（その４）中
「被保険者証 

記号番号 」
を

「 被保険者 

記号・番号」
に改め、「㊞」を削る。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１５号 

綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の一部を

改正する規則 

 綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則（平成１８年綾部市規則

第１７号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号から様式第７号までの規定中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 綾部市公営企業の主要職員を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１６号 

綾部市公営企業の主要職員を定める規則の一部を改正する規則 

綾部市公営企業の主要職員を定める規則（昭和４２年綾部市規則第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次

に次の１号を加える。 

（４）担当課長 

   附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１７号 

地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に 

関する規則の一部を改正する規則 

地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（昭和４２

年綾部市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１

号を加える。 

（４）担当課長 

   附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 綾部市消防本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１８号 

綾部市消防本部規則の一部を改正する規則 

 綾部市消防本部規則（昭和５４年綾部市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「主幹」を「担当課長及び主幹」に改め、同条第３項中「主幹」を「担

当課長及び主幹」に、「又は消防司令補」を「又は消防吏員以外の職員」に改める。 

 第４条第４項中「主幹は」を「担当課長及び主幹は」に、「主幹事務」を「特定の事

務」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

綾部市長 山 崎 善 也  

綾部市規則第１９号 

綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を

定める規則の一部を改正する規則 

 綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則

（平成１９年綾部市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１６６，９５０円」を「１７１，６５０円」に、

「７２，９９０円」を「７３，０９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中 

「８３，４８０円」を「８５，７８０円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定は、令和３年４月１日以後の期間に係る介護補償の額に

ついて適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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